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１【提出理由】

　当社の連結子会社であります臨港商事株式会社は、これまで新潟地方裁判所の下、特別清算手続中であり、平成23

年２月28日提出の臨時報告書において、清算結了の時期については平成23年４月末とし、平成23年５月23日提出の当

該臨時報告書の訂正報告書において、清算結了の時期を現時点で未定としたまま、現在に至っておりました。

　この度、同裁判所より同社は特別清算の終結決定の旨を受けましたので、企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第11号の規定に基づき、改めて臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号に基づく報告）

(1）当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額

名称：臨港商事株式会社

住所：新潟県新潟市中央区万代五丁目11番30号

代表者の氏名：代表清算人　吉川　英夫

資本金の額：18百万円

　なお、臨港商事株式会社は、当社の100％連結子会社であります。

(2）当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日

　平成23年２月25日付で新潟地方裁判所に、当時の当該連結子会社代表清算人櫛谷則文氏が申立人となり特別清

算開始の申立を行ったことによる。

(3）当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額

売掛金　　　　　　　　　　　4百万円

その他流動資産　　　　　　　1百万円

関係会社短期貸付金　　　1,388百万円

合計　　　　　　　　　　1,393百万円（平成23年２月１日現在）

(4）当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響

　当社は、一連の過年度訂正により、平成22年３月期決算において、臨港商事株式会社に対する債権の取立不能

見込額として、同社に対する貸付金残高612百万円全額の貸倒引当金を設定しておりました。また、当社は平成

23年２月25日開催の取締役会において同社の特別清算開始の決定を前提として、同社に対する当社の債権を放棄

することを決議いたしました。

　その後、平成23年３月23日に新潟地方裁判所よる同社の特別清算開始の命令を受けて、当社は平成23年３月期

末決算において、平成23年３月期末時点の同社の債務超過相当額873百万円を取立不能見込額と認識し、同額の

貸倒引当金を設定し、同期末決算において、261百万円の貸倒引当金繰入額を特別損失として計上いたしまし

た。

　その後、同社は特別清算手続き中でしたが、新潟地方裁判所の許可をもと、平成26年９月26日に当社との間で

当社の債権について和解契約書を締結し、同社が清算結了までに要する事務費用、税金などの必要資金を確保し

た後の余剰資金の弁済を受けた結果、当社は同社に対して870百万円の債権放棄を行いましたが、同社の債権に

対して貸倒引当金を既に計上しているため、債権放棄による当社の損益に与える影響額は軽微であります。

　なお、同社は平成26年12月26日に新潟地方裁判所より特別清算の終結決定を受けました。

 

以　上
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